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税務情報  

東京都－外形標準課税対象法人の 2016 年 4 月 1 日以後開始事

業年度の法人事業税率（超過税率）を決定 

2015 年度税制改正により、外形標準課税対象法人（期末資本金の額が 1 億円

を超える一定の法人）に適用される法人事業税の標準税率は、2 段階（2015 年

4 月 1 日以後に開始する事業年度及び 2016 年 4 月 1 日以後に開始する事業

年度）で改正されました。 

この標準税率の改正に伴い、東京都の超過税率を定めた東京都都税条例の改

正も必要となりますが、4 月 1 日に公布された改正条例には、2015 年 4 月 1 日

以後に開始する事業年度に適用される税率が定められていたものの、2016年 4
月 1 日以後に開始する事業年度に適用される税率は定められていませんでし

た。 

このたび、2016 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度に適用される超過税率を

定めた改正条例が可決（6 月 24 日）・公布（7 月 1 日、東京都公報 増刊 59 号

（PDF 326KB））されましたので、お知らせいたします。 

また、東京都主税局は 7 月 1 日、新たに定められた超過税率等の情報を含む以

下の資料をホームページに掲載しました。 

 「平成 27 年度税制改正に伴う外形標準課税法人に係る法人事業税の税率

の改正について」（PDF 284KB） 

改正後の東京都の法人事業税の税率（外形標準課税対象法人に適用されるも

の）は以下のとおりです。（今回新たに定められた超過税率は、KPMG Tax メー
ルマガジン No.93（6 月 11 日発行）でお知らせした改正案と同様です。） 
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東京都－法人事業税（所得割）の税率 

課税標準（所得） 
2015 年度 
改正前 

2015 年度改正後 
（以下の期間に開始する事業年度） 

2015年 4月 1日～ 
2016 年 3 月 31 日 

2016 年 4 月 1 日 
以後 

400 万円以下 
2.39％ 

（1.69％） 
1.755％ 1.025％ 

400 万円～ 
800 万円 

3.475％ 
（2.475％） 

2.53％ 1.585％ 

800 万円超 
4.66％ 

（3.26％） 
3.4％ 2.14％ 

-  「2015 年度改正前」の列の括弧書きは、2014 年 9 月 30 日までに開始する

事業年度に適用される税率です。 

-  3 以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人については、

年間所得 800 万円以下の所得に係る軽減税率の適用はありません。 

東京都－法人事業税（外形標準課税）の税率 

 
2015 年度 
改正前 

2015 年度改正後 
（以下の期間に開始する事業年度） 

2015 年 4 月 1 日～ 
2016 年 3 月 31 日 

2016 年 4 月 1 日 
以後 

付加価値割 0.504％ 0.756％ 1.008％ 

資 本 割 0.21％ 0.315％ 0.42％ 

2015 年度改正により、外形標準課税対象法人に係る法人実効税率は以下のよ

うになります。 

法人実効税率 

 
2015年度 
改正前 

2015年度改正後 
（以下の期間に開始する事業年度） 

2015年4月1日～ 
2016年3月31日 

2016年4月1日 
以後 

標準税率 34.62％ 32.11％ 31.33％ 

東京都の税率 35.64％ 33.06％ 32.26％ 
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